
精神の 自然の権利 としての人倫

ヘーゲルの最初 の 「精神哲学」に於ける意識 と人倫

斎 藤 稔 章

「一 つ の民族 の有機 的組織 に於 い て、精 神の絶 対 的 自然 はそ の権利 に到 達す る」

(B6.281)、 そ うヘ ーゲル は 『1803/04体 系構想』の 「精神哲学 」に於 いて言 う。

「一つ の民族の有機 的組 織」 とは人倫的統一体 の ことであ る。ヘ ーゲルの最初 の 「精

神哲学」 の主題 は人倫 的統 一体 の構 成で あ る。従 って、 「精神 哲学」 は 『自然 法』

(1802/03)や 『人倫 の体 系』(1802103)と 並 んで、 イエ ナ時代前期 及び中期の 人倫 思想 の

展 開の一段階 を成す ことになる。

『人倫 の体系 』は、人倫 的統 一体 を 「人間的 自然 」の概念 に基 づいて構 成 しようと

する試 みで あった。その為 、人間的 自然 には人倫性 が抑 々の最初 か ら内在化 させ られ

る。それ故 、自然法 学の主題 は 「人倫的 自然 が 如何 に してその真実の権利 【法】 に到

達するか を構 成 す る」(B4.468)こ とと規 定 され た。 「精神哲 学」 に於 いて初 めて 、

『自然 法』や 『人倫 の体系 』で殊 更 に論 じられ なか った 「意 識」が初め て主題化 され

る。意 識 とは精神 の或 る 「規 定 された概念 」であ り(B6.266)、 精神が 「絶対 的 に実在

的な意識」(B6.313)に なるのは人倫 的統一体 に於 いて である、そ うヘ ーゲル は言 う。

「精神 哲学」 は、人倫 的統 一体 を意識或 は精神 の概念 に基づ いて構 成 しよ うとす る試

みであ る。 その為 、意識及 び精神の概念 に は人 倫性が抑 々の最 初か ら内在化 させ られ

る。それ故 、 「一つの民族 の有機的組織 に於い て 、精神 の絶 対的 自然 はその権利 に到

達す る」 と言 われ るの である。精神 の概 念 と して の意識 概念 を中枢 に置 いた上で、精

神の内在 的必然 的 自己展 開 によって人倫 的統一 体が如何 に して構 成 されるか と言 う人

倫の意識論 的必 然性 こそが 、ヘ ーゲルの最初の 「精神哲学 」が論 じる ものであ る。

人倫的統 一体 の構 成 と言 う課 題に対 して様 々 な試行錯誤 を繰 り返 していた この時期

に、 では、 この 「精神 哲学 」 は、との課題 に対 して如何 なる意識 概念 を基底 に、如何

なる解答 を呈示 した のか。
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ヘーゲル にはその思索の初期 か ら、人 間的諸現象 に関す る理論 を或 る二分法 を軸 に

構 成す る思考様式が あ った 。例 えば 、自然 と非 自然 、絶対 と相対 、本 質 と現象等 々 と

言 うように。 しか も、それ らの対 立概念 は対等 ではな く、常 に前者が真 実、後者 はそ

の退 落、前者が批判 の尺 度 と しての理念 、後者 が批判 される もの と考 え られ、前者 の

純粋 な実 現が使命 と された。 それ,は西洋の伝統 的 な形 而上学の典型的 な思考 様式 で も

あ った。ヘーゲ ルが それを些 かで も乗 り越 えていた とすれば、それ は、ヘ ーゲルが や

が て後者 の存在 意義 を承 認 し、二分 された対立 概念 を統合 し、その統合 に真 の絶対性

を見 出そ う とした ところにあ った と言 える。 しか も、ヘ ーゲルはその統合 を静的な構

造 と して と同時 に、歴 史的 な展 開過 程 と して も認識 して行 った。その具体 的現れの一

つが 、例 えば国家 と市民社 会 の統合 の試み、即 ち人倫 的統 一体 の構 成 であった。同様

の試み を 「精神 哲学」 に も見 るこ とが出来る。 ・

『1803/04体 系構 想』 によれば、哲学体 系 は三部 か ら構成 され るが 、精神 は

最早第三部 「精 神哲学」固有の対象 ではな く、哲学体 系全体の対象 であ る。 とは言 え、

精神の絶対 的活 動の所在 はや は り 「精神哲 学」 であ る。 「精神 哲学 」 に於 いてのみ、

精神 はそ の概念 であ る意識 の展開 を通 じて精神 と して在 り、その絶 対的 自然 の正 当 な

権利 に到達 し得 るか らである。その意識概念 を、ヘー ゲルは多様 に定義 している。

最 も基本 的な定義 は 「単 純 なもの と無 限性 との一 なる もの」(B6.266)、 或 は 「無限

性の単純存在」(B6.274)と 言 う ものである。 「単純 な もの」 は 「意識の単純 な境 位」

(B6.280)と も言わ れ 、エ ーテ ルー 「絶対 的に純粋 な、自己 自身に等 しい無差別」(B6.

264)一 的な単純 な ものの ことで あ り、意識 の諸境位 、或 は精神 の諸契機が そこで展

開 され る無差別 の地平 、言 わば 「純粋意識」 を意 味する。 この 「意識 の単 純 な境位」

こそが、 自然哲学 に於 ける相互外 在性の境位 と対照 的 に、根 底 で 「精神哲 学」 を成 り

立た しめてい る ものであ る。 この 「意識の単純 な境位」 が根 底 に定礎 される ことに よ

り、そ こで展開 される意識 の対 立 した諸契機 は、 自分 だけで存 在す る絶対 的 に対立 し

た もの と して互 いに関係 し合 うので はな く、形 式 的に関係 し合 うに過 ぎない ことにな

るのである(B6,280)。

意識 の対 立 した諸契 機の運動 は 「無限性」 と言 う言葉 で言 い表 され、そ れは 「自分
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自身の反対」 と言 う動 的原 理 を意味 する。それ 故、 「単純性 」 と一つ になった 「無 限

性」 とは 、意識が 「自分 自身の直接的 で単 純 な反対」(B6.266)で あ ることを意 味する 。

この定義 の具 体的 な意味 は二様 に説明 される 。第一 に、意 識の主体 と客体 の関係 と

して である(B6.266f.)。 既述 の 「意 識の単純 な境位 」を前提 に、①一方 で、意識 は意 識

の主体 と して、意識 の客体 に対立 する もの である。これは 「経験的意識」を意味す る。

②他方 、意識 は この分離 の反対 であ り、意識の 主体 と客体 の絶対的 な一な る存在 、即

ち意識 の主体 と客体 の存 在す る区別 と廃 棄 された 区別 との一 なる存在 であ る。 これは

「絶対 的意識」 を意味 する。 それ故意識 は、 「経験 的意識」 と 「絶対 的意識」が動 的

に統 一 された ものであ る。その 意味 は 「経験的意識 は絶対的意識 であ らね ばな らない」

(B6.274)と 言 う ものであ る。 「意識の本質 は、直接工 一 テル的同一性 に於 いて、[意

識 の主体 と客体 の]対 立 の絶対 的統一が ある と言 うこ とである」(B6.273)と 言 うの も、

同様 の趣 旨 と理解 で きる。即 ち、 「意識 は、[意 識の主体 と客体 に]対 立 している限

りで、直接その対 立の二分肢 が意 識そ れ自身で あ り、対立の分肢 と しての それ らに於

いて、直接そ れ ら自身の反対 であ る。 つま り、 それ らは絶対 的な差異 であ り、 自分 自

身を止揚 す る ものであ り、止揚 された差異 であ り、単純 である」。意識の主体 と客 体

は 「本 質的 には同 じもの である。」(lbid.)

意識の定義が 第二 に具体 的 に意味す る ものは 、個別的意識 と普遍的意識 の関係で あ

る。ヘ ーゲルは意識 を 「個別 性、即 ち否 定的 な統一 と、定立 された 自体的 に普遍的 な

多数 性、即 ち規 定 された概 念 との統一」(B6.270)、 或 は 「個 別性 と規定 され た概 念 と

の絶対的 な一 な る存 在」(B6.271)と 言 う。 「定立 された 自体 的 に普遍 的な多数 性、即

ち規定 された概念 」とは 、 「肯定的 な普 遍 性の内へ直接 的に受容 された個 別的 なもの」

(B6.269)と も称 され、意 識 と しては、普遍的 な ものへ直 接受容 された個 別的 な ものの

意識 を意 味する。他方 、 「個別性 、即 ち否定 的 な統 一」 とは、 「絶対 的 に不等 な もの

と して の、絶対的 に排他 的 な もの としての統一 、つま り数的 な一」(【bid.)とも称 され、

前者 に対 立する もの であ り、意識 と して は、多 数 性を排 除す ることで 自己 自身に等 し

い個別 的な ものの 「個 別的意識」 を意味 する。そ して 、この両者が 「自分 自身の反対 」

の原理 の下で統一 された ものが 「普遍的意識」 である。斯 くして、両者の統一の意 味

は、個別 的意 識 は普遍 的意識 であ らね ばな らな い と言 うことで ある。

以上 の ように、意 識 は経験 的意識 と絶対 的意 識 、個 別的意識 と普遍 的意識の一 なる

存在 として規定 される。意識 は勿論単 に意識 の客体 で はないが 、か と言 って単 なる意
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識の主体 でもない。意 識は常 に既 に意 識の主体 である と同様 に客体 であ る。意識 は又、

単 なる個別的意 識で はな く、常 に既 に普遍 的意 識であ る。但 し、その ことは当の意識

自身 には最初明 らかで はない。当の意識 自身 に とって は、意識 は意 識の主体 であ り、

個別的意識 に過 ぎない。 しか し、意識 は意 識 自身 にとって も、常 に既 にそ うである と

ころの もの、即 ち普遍的絶対 的な意識 にな らね ばな らない。

では、意識の本性 で ある 「自分 自身の反対 」 とは如何 なる事態 を意味す るのか。そ

れは、当の 「意識 自身 に とって」 と体 系全 体 を見渡 し得 る 「我 々に とって」の分離 と、

前 者か ら後者へ の転換 を意味 す る。即 ち、(1)「 意 識 自身 に とって」 ある こ とと

「我 々 にとって」 あ ること とは 「反対」 であ り、(2)「 意識 自身に とっ て」 ある こ

とは実は事態の真 の姿で はな く、真の姿 は 「我 々に とって」 あるこ とであ り、(3)

その ことは、事態 が極 端 にまで進捗 す るこ とに よって、 「意識 自身に とって」 も明白

になる。(4)こ の動的過程 が繰 り返 され、最 終 的に 「意識 自身に とって」 あるこ と

と 「我 々 にとって」 あ るこ ととは完全 な一致 を見 、静 態 に落ち着 く。 この静態が普遍

的絶対 的意識で あ り、人倫的統 一体 であ る(無 論 、人倫 的統一体 自身は動 的構造 を保

持 してい る)。 この動 的過 程が 「精神 哲学」全編 を支 配 している 。これ に よって、ヘー

ゲルは精神 、及 びその概念 と しての意識 自身の 内在 的運動 と して 、 「精神 哲学」 を叙

述す る術 を獲 得 した ことになる。常 に既 に自己 自身である ところの ものへ と自ら帰 っ

て行 く徹底 的 に意識 内在的 な、この完結 した過 程が 「精神 哲学」 を成す 。 この点が 、

『人倫 の体系 」の叙述 形態 との根本 的な差異 で あ り、その乗 り越 えを端 的 に示す もの

である。

この ような精神 の概 念 としての 意識 概念の導入 に対 するフィ ヒテの影響 について は、

ホルス トマ ンや キンメル レらによって夙 に指摘 されて きたが、その こ とは置 くと して

も、意識 概念 は必ず しも 「1803/04体 系 構想』 に於 いて全 く初め て論 じられた

訳 ではな く、 イエ ナ時代 の抑 々の最初 の時期か ら、例 えばフ ィヒテの意識概念 やシ ュ

ルッェの意識概 念 を批判 する際 に直接 間接 に論 じられ 、特 にそれ らを批判す る際の尺

度 として、既 に原理的 には準備 されていた し、 『自然法」 や 「人倫の体系』 に於 い て

も、必ず しも詳密で はなかったが 、 しば しば言 及 され ていた。それが、今 こ こで、漸

くに して 「精神 哲学」 の独 自の根本原理 と して の位置付 けを明確 に得て、詳密 に展 開

されるこ とにな ったの である。
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II

問題 は、意識 が普遍 的絶対 的意識 に、言い換 えれ ば人倫 的統 一体 に至 り得 るかで あ

る。経験:的意 識の本質 は意 識の絶対性 、即 ち絶 対的意識 であ り、絶対的意識 は経験:的

意識の 「本来 の完全 な 意識」 ・ 「意 識 の絶 対的 な実在性 」 であ り、 「目標 」 であ る

(B6.274)。 「目標」 の達成 は一見 容易 なこ とに思 える。個別的経験:的意識 と普遍的絶

対 的意 識の動的発展 的統一 と して、意識 は定義 されたのだか ら。 とは言 え、勿論 、事

はそれほ ど単純 ではない。

意識 は、単純 な もの と して主体 と客体の 区別 のない統一であ るが 、無 限性 と して 自

分 自身の反対 、即 ち主体 と客体 の対立で あ り、 この対 立 を通 り抜 けねばな らない(B6.

276)。 意識 の統 一は、そ れ故主体 と客 体の 「媒 語」 と して現 れる。媒 語 には二 つの意

味がある。即 ち、それ は意識 の主体 と客体 を切 り離 す、 と同様 に結 び付 け る。 しか し

又、 自らを意識 の主体 と して しか 自覚 出来 ない 当初 の経験的意識 には、媒語 は主体 の

側面 と客体の側面 に分裂 して現れ る。 つま り、 「意識の主体」一 く意識の主体 の側面

=媒 語=意 識 の客体 の側面 〉-「 意識 の客体」 と言 う構 図で現 れる。

「媒語 と しての意識 の最初 の制約 された現実存 在」(B6.277)は 、意識 の主体 の側面

で ある 「記憶」 ・ 「労働」 ・ 「家族」 と、その客 体の側面 である 「言葉」 ・ 「道具」

・ 「[家 族]財 産 」 と を両契 機 とす る。即 ち、 「意識の 主体」 一 く記 憶一 言 葉 〉一

「意識 の客体 」⇒ 「意識の主体」一 く労働一道具 〉一 「意 識の客 体」→ 「意識の主体」

-〈 家族一財 産 〉一 「意識 あ客体」 と、意識 は進捗 して行 く。

ヘ ーゲルは これ を理論 的精神 と実践 的精神の 区分 と して捉 える。 「精神 の現実存在

の第一 の形式 」 は 「精神 の純粋 に理論 的な現実存在」 である(B6.280)。 「記憶」 とそ

の所産 である 「言葉」 が 「理論 的過 程」 を成 し、自然 に対す る意識の 「観念 的支配」

を自証 する。そ れは 自然 の概念化 の過程で あ り、意識 は言葉 によって 自然 を主観 性の

内に内在 化 させ る。 意識は これに よって 「観念 的な現 実存 在」 を獲得 する(B6.281)。

「言葉 に於いて 、観念 的な ものの統一体 に有機 的に組織化 された意識 」(B6.297)が 成

立する。それ故 、この過程 は 「意 識の観念 的構 成」 と呼ばれ る。

精神 の現実存在 の第二の形式 は、精神 の実践 的な現 実存在 である。 「労働」 とその

所 産であ る 「道具」 が 「実践 的過 程」 を成 し、 自然 に対す る意識 の 「実在的支配」 を

自証す る。意識 は これ によって 「実在 的な現実存在」を獲得す る(B6.281)。 その結 果、
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意識 は 「自らを 自らに対 して 形態化 し、外 へ の対 立 を止揚 して しま う。 」(lbid.)とす

れば、意識の差異 的な諸契機 は最 早意識 と自然 ではな く、共 に意識 である。意識 と意

識 の媒語 は、 「家族」 とその所産 である 「家族 財産」 に於 いて、永続す る 「個別性 の

統一体」 に成 る。 この過程 は 「[意 識 の]実 在 的構成」 と呼 ばれる。

以上 は、しか し敦 れにせ よ、 「自然 に対する精神の単 に否定 的な関係付 け」(B6.275.,

cf.281)であ り、 「精神 の否定 的側 面 」を成す もので しか ない 。敦 れの勢 位 も 「意識 を

対立の一方の形式 と言 う抽象 に於 いての み定立する」(B6.298)に 過 ぎない と言 う点 で、

「観念 的勢位」(【bid.)、 「精神 の現実 存在 の観 念的 契機」(B6.281)に 過 ぎず、 「意 識

の絶対 的な実在性」(B6.274)、 「意 識の絶対 的な現実存 在」(B6 ,281)一 即 ち絶対 的

意識 一 では まだ ない。意識 は経験 的意 識 ・個別 的意識 に過 ぎず、 「無差 別な単純 な

普遍性」 「人倫 の体 系』 で言 えば 、 「直観」 の勢 位一 と、 「絶対的 に差 別的 な、

絶対的 に対 立 した関係付 け 」一 同 じく 「概念 」の勢位 一 との統一 と言 う具体 的 な

勢位 に於い ては定立 されていない。両勢位 共抽 象 的であ り、 その違 い は、理論 的勢 位

が意識 を 「[主体 に於 ける]無 差 別的 な単純 な普 遍性 と言 う抽象 に於 いて」 、実践 的

勢位が意識 を 「[主 体 と客体 との]絶 対 的に差 別 的な、絶対的 に対 立 した関係付 け と

言 う抽象 に於い て」 定立す る と言 う点 にあるに過 ぎない(B6.298)。

両勢位 が 「観念 的契 機」で あるこ とは、各 々が正 に各 々の実現 に於 いて 「それ 自身

の反対」 にな ると言 う点 に現 れている。そ れが 意識 の無 限性 の証左 である。即ち、理

論的勢位 は 「[主 体 に於 ける]無 差別 な単純な 普遍性 と言 う抽象 に於い て」 意識 を定

立す るが 、 しか し 「[言 葉 に於け る]理 論 的統 一が実現 されるこ とによって、却 って

それ 自身の絶対 的反対 に、即 ち絶 対的な個別性 、絶 対的 な対立」 に成 り(B6.298)、 意

識は 「現実 に存在 する事物 に対 す る現実 に存在 する事物」(B6.296)と なる。 それは、

主観 的意識の内 に産 出 され る 「[言 葉 による]観 念 的な ものの統一体 」の外部 に、広

大 な 「存在 の統一体」 があ り、それ に対向す るか らである。

他方 、それ を受 けて始 まる実践 的勢位 は 「[主 体 と客体 との]絶 対 的に差別的 な、

絶対的 に対 立 した関係付 け と言 う抽象 に於 いて 」意識 を定立す るが、絶対 的な個別性

が 自分 自身を絶対的 な統 「体 へ と実現 する こと によって、却 って 「自分 自身の反対 に

成 る」 のである(B6.298)。 ここで言 う 「自分 自身の反対」 とは、 「絶対 的な精神 と し

ての統一体」(B6.312)の ことであ る。

これ を、意識論 の導入 と共 に導 入 された 「そ れ 自身 にとって」 と 「我 々 にとって」
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の区別 に基づ いて再述す れば、次 の ようになる(B6.304)。 先 ず第一 に 「理論 的勢位」

以前の 「動物」 の勢 位 に於 いて、 「動物」 「そ れ 自身 にとって」 はそ うで はないが、

「我々 にとって」 は既 に 「意 識の概念」 は生 成 してい る。そ れは感 覚の個別性 を観 念

的な個 別性 と して定立す る。続 く 「理論 的勢位 」 、即 ち 「言葉 の勢位 」 に於 いて、意

識 は 「それ 自身に とって」 「意 識の概念」 にな る。 しか し、 「我 々に とって」既 にそ

こで生 成 してい るのは、 「絶対 的 に個別的 な もの」であ る。次 いで 「実践 的勢位」 、

即 ち 「道具の勢位 」に於 いて、意識 は 「そ れ自身に とって」 「絶対 的に個別的 な もの」

になる。 しか し、 「我 々 にとって」既 にそ こで生成 しているの は、 「自らの意識 を他

なる ものの内 に有す る ような意識」 であ る。更 に 「家族 の勢 位」 に於 いては、意識 は

「それ 自身に とって」 「自らの意識 を他な る もの の内に有する ような意識 」 にな る。

つ ま り 「意 識 は他 なる意識 を自 らの内 に定立す る ような意識 になる。」

「観念 的契 機」 とは、普遍的実体 に支 え られ て初め て現実存 在 を得 るか らこそ、そ

う言 われる。で は、 その普遍的実体 とは何 か。 言い換 えれば、精神の肯定 的側 面 とは

何か。言 うまで もない。それ は 「絶対 的に普遍 的 な意識」 であ り、 自 らの意識 をその

ように認識す る 「民族 の精神 」で ある(B6.274)。 その 時、精神 は 「人倫 的存 在」(B6 .

281)と して登 場す る。先行 す る観念 的諸 勢位 は、人 倫 的存在 と しての民族 に於 いて初

めて 「現実存在 する。」(B6.318)精 神 はその時 「自由に自分 だけ で存在 し、そ して

自分 自身を絶対 的 に享受す る」(B6.281)こ とにな る。 つま り、 「人倫」 と しての 「民

族の有機的組織 に於 い て、精神 の絶対的 自然 は その権利 に到達す る。」([bid.)

皿

最 後の転換--個 別的経験 的意 識か ら普遍 的絶対 的意識、或 は家族 か ら人倫的統 一

体へ の転 換 を引 き起 こす のが 、相互承認 の運動 である。そ こには、如何 なる必然

性 があるのか。家族 と人倫 的統一体 の関係 は、次 の ように言われ る。 「個別 的統一体

【家族 】の止 揚 された存 在 と言 うこの存 在 は、 絶対 的に普遍的 なもの としての、つ ま

り絶対 的精神 としての統 一体 【人倫的統一体 】であ る。」(B6。312)つ ま り、家 族の止

揚が外 な らぬ人倫的統 一体 の生成 を意 味す る。 勿論、家族 の止 揚で あれ人倫 的統 一体

の生成 であれ、そ こに不可 欠 に介在 してい るの は意識 の運動 である。家族 を支え る個

別的意識 の止揚 が、人倫 的統一体 を支 える絶対 的 に実在 的な意 識の生成 を意 味する。
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家族 の止揚 は、家 族が 「存在 する個別 的な統 一体 として は自 らを維 持す るこ とは出

来 ず、ただ止揚 された個別的 な統 一体 と して定 立 された統一体 と してのみ 自らを維持

で きる」 σbiの と言 う意識 の 「反省」 に よる。 それ によって 、個別 的意識が 絶対的 に

普遍 的な意 識 に成 る。 ここに人倫 的統一体 の生 成 の意識 論的必然性が ある。個別 的意

識がそ の 「反省 」 に導 かれ る根底 には、 「占有 」 を巡 る問題 があ る。 占有 に は、普遍

的 なもの 一 皆の もの一 であ りなが ら、個別的 なもの一 或る特定 の者一 の支配

力の内 にある と言 う 「矛盾 」が あ る とヘ ーゲル は考 える(B6.309)。 そ れ故 、 「自らの

占有 に於い て、各 々 は取 り分 け 必然 的 に損 なわ れざる を得 ない。」(lbid.)そ の殿損

は、家族 と言 う意識の統 一体 に於い ては 「全体 と しての自 らの殿損で あ り、 自らの名

誉 のR損 であ る。各 々の個別 的 な もの を巡る衝 突 は全体 を巡 る衝 突 であ る。」(B6.

308)意 識 は、家族 に於 ける意識 である以上、個別 的 な ものの 「あ らゆる契 機 を自分

自身 と して定立 」 し、 「私 に対す る事物 の対立 」は失わ れているか らであ る(lbid.)。

こ こに、 占有す る者 と しての 自らを他者 に承認 させ ようとす る意志 の発端が ある。

この意志 は 「言葉 」で実現 で きる性質 の もの ではない。承認 とは観 念的 なこ とでは

な く一 「言葉 は意識 の観念 的な現実存在 に過 ぎない 」一 、 「現 実的な関係付 け」

である(lbid.)。つ ま り、 「各 々は 自 らの現 実存在の 個別性 に於 いて、 自 らを排他 的 に

統 一体 として定立す る と言 うこ とが 現実的 にな らねばな らない 。」(B6.309)各 々が

互 いに対 して、 自 らを否定的 な絶対 的な個別的 統一体 として定立す る ことになる。各

各 を関係付 け る承認 の媒語 は 「互 い に傷 付 け合 」 う と言 う 「現実的 な媒語」で なけれ

ばな らない(B6。308f.)。承認 を巡 る戦 いが 、斯 くて開 始 される。それ は、 「各 々の個

別的 な ものを巡る衝 突 が全体 を巡 る戦いであ る」以上 、他者 の死 を目指 し、 自己の生

命 を賭 けた戦 い となる。 さもなければ、 自己 を統一体 として証明出来 ない。意識が 自

覚的 に目指す のは、 この場合 、 自 らの占有 と存 在の個別性 を巡って、 「意識 の個 別的

な統一体 【家族 】 と しての 自らを、意識 の他の 個別的 な統 一体 【家族】 の内へ定立す

ること」(B6.307)だ けであ る。

では、承認が現 実存在 を得 るの は如何 に して であろ うか。 それは、当の意識 自身が

意図 した通 りの結果 が帰結 する ような運動 では ない。個別的 な統 一体が承認 を求 め る

運 動 には 「個別 的な ものそ れ 自身 の内 なる絶対 的矛盾」(B6.312)、 即 ち 「自 らの生命

を、何 か或 る個別性 の維持 の為 に賭 ける」(B6.310)、 或 は 「個 別的 な統一体 は、個別

的な統 一体 と して 自らを維持 し、存在 しようとする ことによって、[却 って]自 分 自
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身を絶対 的 に犠牲 に し、 自 らを止揚 す るのであ り、従 って 自 らが 目指す もの の反対 を

為す のである」(B6.312)と 言 う矛盾が ある。個 別性 個別 的統 一体一 の為 に個 別

性 一 個 別的 な ものの生命 を絶対 的 に犠牲 にする ことで、既 に個 別性 は止 揚 され

てい る。この 「自分 自身 の単 純な直接 的な反対 」こそが 、意識或 は精神 の本質 である。

そ して、意識 はこの 「反省 」 を自 ら為す。即 ち 、 「個 別的統一体 は、存在 す る個別 的

な統一体 として 自らを維持 す るこ とは出来ず 、た だ止揚 された個別 的な統 一体 と して

定立 された統 一体 と してのみ 自らを維持 する ことが 出来 る」(lbid.)ことを、意識 は認

識す るの である。

「止揚 された個別的 な統 一体」 とは否 定面 を捉 えた言 い方で ある。 その肯定面 は、

で は何 を意 味するのか 。以上が意識 の認 識 にな ることに よって生成す るのは、 「絶対

的 に普遍 的な意 識」、即 ち 「或 る意 識が他の意 識 の内 で 自分 自身に成 る と同時 に、自

分 自身の 内で 自らにとって他 なる ものに成 ると言 う永遠 の運 動であ る ような止揚 され

た存 在」(B6.314)で ある。そ してヘ ーゲ ルは、 これ こそが 「一つの民族 の精神で あ り、

… 絶対 的な人倫」(Ibid.)である と言 う。斯 くして、 「絶対 的 に普遍 的な もの と して

の、絶対的 な精神 と しての統一体」(B6.312)、 即 ち人倫 的統一体が生成す る。

問題 は、家族 間の相互承認 の運動 か ら人倫 的 統一体 を生 み出せるか、 と言 う点で あ

る。個 別的意識 の止 揚 によって普遍 的意識 は生 成する。 これは認 めて も良 い。民 族 を

人倫 的統一体 として 成 り立 たしめ る意識形 態 は普遍的意 識である。これ も認 めて 良い。

が、果 た して前者 の普遍的意識 は直 ちに後者 の 普遍的意識 である、そ う端的 に言 え よ

うか。或 は、抑 々家 族 間の相互承 認 の運動 に よって、個別的意識 は本 当 に止揚 され得

るのか。

第二 の問い に関 して は、例 えば 『人倫 の体系 」で も承認 は言及 された。 しか しそ こ

では、承 認 は所有 や 人格 の法 的承認 を意味 し、個別性 の止揚 を意味 しなかった(SdS.

33,39)。 承認 に よって生成す るの は形式 的普遍性 であ り、原理 的 には依然 個別性 の支

配 の下 に留 まる。即 ち、承認 に よっ て形成 され るのは市民社会 で しかない。 これに対

して 「精神 哲学」では、承 認 によって個 別性が原理 的に止揚 される構 えになってい る。

この違 いは何 によるのか。実 は、両者の 間で承 認 の意 味が違 うのである。前者 は承 認
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の過程 について は何 も触れ ないの に対 して 、後 者 の承認 の運動 は生命 を賭 けた戦 いを

意味す る。 「一切の 占有 と享受 の可 能性 」(B6.310)と しての生 命一 個別 的 な ものの

生命一 を賭 けるこ とで、個別性 が原理的 に止揚 される のだ と考 える ことが 出来 る。

この点 で、承 認の概 念 は確 か に深化 してい ると言 えよ う。

第一 の問いに関 しては、前者の普遍性 は市民社 会 の普遍性 である と言 いたいの では

ない。前者 の普 遍性 が普遍 的意識の普遍性 であ るの に対 して、市 民社 会の普遍性 は意

識の普遍性 ではな く、個別 的意識 に よって外 的 秩序 と して意識 された形式 的普遍性 で

しかない。両者 は別 種の ものであ る。 では、如 何 に答 え得 るのか。なる ほど個別 的意

識 の止揚 、普遍 的意 識の生成 に よ り、個別 的統 一体(家 族)は 止揚 される。 その とき

普遍 的意識 は自己 と一 なる もの と して一体何 を見 出すの であろ う。それ は自然 的所 与

としての民族 しかあ り得 ない 。ヘーゲル はその他 を何 も論 じてい ないか らで ある。 こ

こに意識 論の導入の意 味が ある。個別的統一体(家 族)は 自ら止揚 されは しない。普

遍的統一体(人 倫的統 一体)は 自 ら生成 した りは しない。個別的統一体 が止 揚 される

こと、普遍 的統一体が 生成す るこ と、そ して この 両者 が端 的 に結 び付 くこ と、そ れを

可能 にす るのは個別性 と普 遍性が動 的に一つで あ る意識概念 であ り、そ の内在 的 な展

開であ って、静 的な 自然 ではあ り得 ない。

とは言 え、承 認の運動 を通 じて生成 した普遍 的意識が果 た して無 媒介 に民族 と一つ

に成る と言 えよ うか。確か に生成 した普遍 的意 識 は、概念的 には民 族 と一体化 した、

或 は一体化 し得 る意 識 と言 えるで あろ う。 しか しそれは 、常 に既 に現前 する民族 との 、

或 は民 族 に対す る様 々 な媒介形式 を経た意識 で はない。普遍的意識 は民族 と如何 なる

拘 わ り方 をす るの か。例 えば、普遍的絶対 的意 識 の生成 は、個別的経験 的意識の無化

を意味す る訳 で はない。両者が動 的 に統一 され ているのが意識の概念 である。動 的な

統一 と しての意識が 、通 時的歴 史的に、そ して更 に共 時的構 造的 に民族 と、或 は民族

に対 して如何 に拘わ るかが問 われねばな らない。 つま り、個 別的経験 的意 識 これ

が市民社会 を形 成す る意識 であ る一 と、普遍的絶対 的意PgX1こ れが 国家 を形成す

る意識 である一 が 、各 々先ず通時 的歴 史的 に民族 と如何 に拘わ り、次 いで結 果 と し

て共時的 に如何 なる構 造 的関係 を作 り為 すのか が問題 とな らざるを得 ない 。 しか し、

草稿 は これに触 れない まま終 わ って いる。 しか し、そ れを欠如 した ままで は、人倫 的

統 一体 の生成 を十全 に論 じた ことにはな らない 。人倫 的統一体 の基底 と成 り得 る意 識

形態 の生成 を論 じた に過 ぎない。言い換 えれば 、人倫 的統一体生成 の必要条件 を示 し
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たに過 ぎない。 とす れ ば、 「精神 哲学」 には語 らねばな らない事柄 が更 にあ った と言

え よう。

更 に以上二つ の問い に関連 して、 もう一 つ問 いが発 生する。家族 と民族の 間には市

民社会 があるの ではないか。 この点 に関 して、 「精神 哲学」 を 『人倫 の体 系』 と比 較

してみる。 『人倫 の体系』は人倫的統 一体 へ至 る三つ の段 階 を設定 している。第 一 に、

個別(個 人)と 個別(個 人)と の関係か ら 「家 族 」 と言 う個別 的統 一体 が生成す る段

階(第 一部第一勢位)。 第二 に、個別(家 族)と 個別(家 族)と の関係か ら 「市民社

会 」 と言 う一つ の普遍 的統一体 が生 成す る段 階(第 一部 第二勢 位)。 第三 に 、個 別

(個人及 び家族)と 普遍(市 民社 会)と の関係 か ら、 「人倫 的統 一体 」が生成す る段

階(第 二部)。 これ に対 し、 「精神哲学」 は、 第一段階 は一 内容 は別 と して 共

通であ りなが ら、個別(家 族)と 個別(家 族〉 との関係か ら、承認 の運動 を経 て、人

倫的実体が生成 し、市民社会 はその人倫 的実体 の内部 で構 成 される構 えにな っている。

つ ま り、第一段 階の言葉 ・労働 ・占有 は、人倫的統 一体 と して の民族 に於 いて初め て、

その個別性 その もの に於 いて 「普遍 的な もの」 になる。個別性 か ら普遍性へ の原理の

転換 は、形式 的普遍性 の生 成 を間 に挟 むこ とな く、承認 の運動 に於い て一気 に為 され

る。犯罪論 や戦 争論 は市民社 会の存在 を前提 にす るか ら、 「精神 哲学」 では消え、そ

の代わ りが承認 の運動 である(恐 らく、犯 罪論 ・戦争論 は書 かれ ざる続稿 の内 に位置

付 けを有 したであ ろう)。

家族 の形成 か ら市民社会 の形成へ 、そ してそ の否定 を通 じての人倫 的統 一体 の形成

へ と進 む 『人倫 の体系 』の展 開と、家族 の形成 か ら人倫 的実体 の形成へ 、そ してそ の

内部 に於 ける市 民社 会 の形成 へ と進 む 「精 神哲学 」の展 開の差 異 は特 徴 的で あ る。

「人倫 の体系 』で模索 された 、市民社会 の下 で の犯罪 や戦争 を通 じて人倫 的統一体へ

の生成 と言 う道筋 には、政治的 国家 か らの孤立 現象 としての市民社会 と言 う歴史 的境

位 に生 きるヘ ーゲルの実践的志 向が色濃 く反 映 している-『 人倫 の体系 』 と同時期

に執筆 された政論 に 『ドイッ憲法論 』が ある一 と思 われる。ところが既述の ように、

政治 的国家か らの孤 立現象 と しての市民社会 は原理 的 には個別性の原 理の下 にあ り、

そこに顕現す る普遍性 は個別 的な もの にとって外 的な形式的普遍性 で しか ない。 そ こ

か ら人倫 的統一体へ転 換す るには、原理上 の転 換 が必 需 とされる。 『人倫 の体系 』で

は、犯 罪論 ・戦争論 がその役割 を担 う形 になっ ている。 しか し周知 の ように、その点

に対 して は、体系上 の内在 的必然性 の点 で、 しば しば問題 一 『人倫 の体 系』全体 に
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及 ぶ もの として は、体 系の形式 と内容の.aの 問題 一 が指摘 された。他 方、 「精神

哲学」 に於 いて は、市 民社 会 は最初 か ら人倫 的実体 の一契機 と して形成 され、政治 的

国家 か ら孤 立 して現象 す る もの として は論 じられるこ とがない。 「精神哲 学」 は、市

民社会 か ら人倫 的統 一体 への展 開 と言 う道筋 で は論 じない。歴史的境位 として も、国

家不在 の近世市民社会 は対応 を欠 くことになる 。その代 わ りヘ ーゲルが手 に入れた の

が 、家族 か ら人倫 的統 一体へ の意 識内在的 な必 然 的展 開であ る。生命 を賭 けた承認 の

運動 と言 う、個別性 か ら普遍性へ と言 う原理 の意識 内在 的な必然的転換 を もた らす切

り札 を手 に入れ た以上 、 「精神哲学 」 はそ の構 成上 、孤 立現象 と しての市 民社 会 を論

じる必要 はな くなったので ある。 『人倫の体系 』 に於 ける、市民社会 を前 提 に した犯

罪論 ・戦 争論 も不要 になった のである。否 、抑 々それ を論ずる境位が な くな った ので

ある。 『人倫 の体系 』が孕 んでいた先の問題性 は 「精神 哲学」 で確か に解 消 され る。

しか し、そ こには同時 に、市民社会 の孤立現象 と言 う歴 史的境位 にある祖 国 ドイッに

生 きるヘーゲル 自身の、その痛切 な市民社会体 験 か らの距離 感、そ して純粋 な哲学体

系へ の没 入 と言 う事情 を見 るこ とも出来 る。但 し、市民社会 の孤立現象 と言 う実在す

る歴 史的境 位 を無視 して、 尚 「精神 」 と言 う ものを十全 に論 じ得 るか どうか は、意識

と民族 との媒介 と言 う先の問題 と絡 んで、一つ の重要 な問題 と して残 るであ ろう。
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Sittlichkeit als 

BewuBtsein and Sittlic

Recht der Natur des Geistes 

hkeit in der ersten Geistesphilosophie Hegels

Toshiaki SAITO

 In seiner ersten Geistesphilosophie will Hegel den ProzeB der Konstruktion der 

sittlichen Totalitat als notwendige Selbstentwicklung des Geistes konstruieren. Es ist das 

BewuBtsein, das er als Begriff des Geistes hier eingefiihrt hat. Er zeigt die sittliche 

Totalitat als Recht des BewuBtseins and entfaltet die Phanomene des Geistes als Stufenfolge 

des BewuBtseins. Die sittliche Totalitat ist ein Volk als Einheit von Subjektivitat and 

Objektivitat, Einzelnem and Allgemeinem. Damit bestimmt er das BewuBtsein, das zur 

sittlichen Totalitat bestimmt 1st, der Natur nach als ein Einheit von Subjektivitat and 

Objektivitat, Einzelnem and Allgemeinem. Nach Hegel ist es die Bewegung des 

gegenseitigen Anerkennens, die das einzelne BewuBtsein aufhebt and es zum allgemeinen 

BewuBtsein entwickelt. Es ist noch immer eine offene Frage, these Bewegung des 

gegenseitigen Anerkennens durchsichtig zu machen. 

  Die vorliegende Untersuchung zielt darauf ab, durch Auslegung der ersten 

Geistesphilosophie Hegels (1) den Begriff des BewuBtseins, (2) den Sinn der Bewegung 

des gegenseitigen Anerkennens, and dadurch (3) den ProzeB der Konstruktion der 

sittlichen TotalitAt offenbar zu machen.
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